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第１ はじめに 

 
  本県の製造品出荷額等の約７割を占め、本県の基幹産業である機械・電子

産業が継続して発展していくためには、それを支える県内企業が、新しい価

値の創出や、生産性の向上等により、社会経済状況の変化に自ら即応してい

くことが求められている。 
平成２７年度に山梨県産業労働部が設置した山梨県産業人材育成検討委員

会において、『製造技術者のうち主に設計を担う人材については、今後、新分

野への展開を目指す企業が増える中、そのニーズはより高まることが予想され

るものの、その育成については、本県の既存の施策では不十分であることが明

らかとなった。このため、新たな対策を講じる必要があり、企業ニーズに応じ

た弾力的なカリキュラム編成が可能であること、県内企業への定着が期待でき

ること、早期の人材育成が可能であること等から、工業系高校に２年制の専攻

科を設置することにより、工業系高校の３年間と合わせた、５年間のより高度

な専門教育を一貫して行うことが必要である。』との報告がなされたところで

ある。 
この報告を受けて、県では産業界からのニーズに早期に応えるため、企業数

が多い県中央部にあり、企業との連携がしやすく、生徒の通学の利便性も高い

ことや、これまで県内に多くの産業人材を輩出しているという実績のある甲府

工業高等学校に全日制の専攻科を平成３２年度に設置することとした。 
そして、今年度、県教育委員会では学識経験者、企業関係者及び学校関係者

により構成される山梨県立甲府工業高等学校専攻科検討委員会（以下「専攻科

検討委員会」という。）を設置し、甲府工業高等学校に設置する専攻科（以下

「甲府工業高校専攻科」という。）の育成すべき人材像をはじめ、カリキュラ

ム、教育方法等について多方面から検討を行ってきた。 
その結果をここに報告する。  
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第２ 検討の経過 

 
 １ 専攻科検討委員会の開催状況 
   専攻科検討委員会の開催日並びに報告事項及び協議事項は、次のとおり

である。 
（１）第１回（平成２８年５月１７日） 
    ○ 報告事項 

① 専攻科検討委員会設置要綱について  
② 専攻科の設置経緯（産業人材育成検討委員会の報告） 
③ 全国での専攻科の設置状況 
④ 今後の検討委員会スケジュールについて      
⑤ 企業に対するアンケート調査の実施について 

    ○ 協議事項 
① 専攻科において育成すべき人材像    
② 実施する教育課程の概要及び設置する学科  
③ 専攻科への入学条件（資格）  
④ その他 

   
（２）第２回（平成２８年６月２３日） 
    ○ 報告事項 

① 第 1回検討委員会まとめ 
② 他県での先進事例視察報告 
③ アンケート結果報告    

    ○ 協議事項 
① 専攻科の入学条件（資格） 
② 専攻科の定員 
③ 企業実習、デュアルシステムの実施方法  
④ 専攻科修了生の処遇 
⑤ 学校と企業の継続的な協力関係の構築方法 
⑥ その他 
 

（３）第３回（平成２８年７月２６日） 
    ○ 報告事項 

① 前回までの協議のまとめ 
    ○ 協議事項 

① 中間報告書（案）    
○ 意見交換 
① 他地域への工業系高等学校専攻科設置について      
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２ 専攻科に関する企業及び生徒の意識、他県での設置状況 
   県教育委員会では、工業系高等学校専攻科に関して、平成２７年度に機

械系及び電子系に関する学科・系列に在籍する工業系高等学校２年生を、

平成２８年度に県内の機械・電子関連企業（従業員４人以上）を対象に、

それぞれアンケート調査を実施した。 
また、産業人材の育成・強化策について産業労働部が平成２７年度に「技

術系人材育成・供給に関するアンケート」を実施した。 
併せて、検討委員会では、他県に設置されている工業系高等学校専攻科

についても調査を行った。 
これらの状況は、次のとおりである。 

 
（１）技術系人材育成・供給に関するアンケートの結果 
  ア．調査の概要 
   ・ 調査期間は、平成２７年８月１９日から同月３１日までである。 
   ・ 県内の機械電子産業を中心とした３００社に対しアンケート形式で

調査を実施し、１２９社（４３％）より回答を得た。 
   ・ 「研究者・製造技術者（開発）」、「製造技術者（開発を除く）」、「生

産工程従事者」、「営業（セールス・サポートエンジニア）」の４職種

に分類して調査を実施した。 
 
  イ．産業界が専攻科での育成を期待する人材像 
   産業界において採用にあたり不足感のある人材のうち、研究者・製造

技術者（開発）は、大学・大学院に、製造技術者（開発を除く）は、専

攻科・産業技術短期大学校（以下「産短大」という。）に輩出が期待さ

れている。このうち、主に管理を担う人材が産短大に、主に設計を担う

人材が専攻科に、それぞれ輩出が期待されている。 
産業界が製造技術者（開発を除く）に期待する人材の内容は次のとお

りであり、①ものづくりの基本的な知識をもつこと、②ものづくりの即

戦力となる知識をもつこと、③ものづくりの即戦力となる技術（基本的

な技術）をもつこと、④問題発見・解決力に優れること、⑤コミュニケ

ーション等に優れること、の５点に対して期待が大きいと考えられる。 
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⼀般教養・基礎学⼒を⾝に付けた⼈材

需要にあった専攻・専門分野の人材 
英語など外国語能⼒を⾝に付けた⼈材

コミュニケーション等に優れた人材

責任感や向上心などの優れた人材

仕事に対する意欲や積極性がある人材

業務に関連する資格を有する人材

問題発⾒・解決⼒に優れた⼈材

協調性に優れた人材

ものづくりの基本な的知識をもつ⼈材 
ものづくりの基本的な技術をもつ人材 

ものづくりの即戦⼒となる知識をもつ⼈材

ものづくりの即戦⼒となる技術をもつ⼈材

ものづくりの⾼度な知識をもつ⼈材

ものづくりの⾼度な技術をもつ⼈材

採用していない

その他 
無回答n=129
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さらに、ものづくりの基本的な知識をもつ人材、ものづくりの即戦力と

なる知識をもつ人材、ものづくりの即戦力となる技術のイメージについて

尋ねたところ、 
○ ものづくりの基本的な知識をもつ人材とは、 
・「与えられた業務に対し、必要な機器・器具、手順がわかる」61.2％ 
・「日常的に使用される機器・器具等の名称・使い方を知っている」49.6％ 
○ ものづくりの即戦力となる知識をもつ人材とは、 
・「与えられた業務に対し、必要な機器・器具、手順が分かる」64.3％ 
・「自ら課題を発見し、それを解決する手法を知っている」51.2％ 

○ ものづくりの即戦力となる技術（基本的な技術）をもつ人材とは、 
・「自分で段取りできることに加え、担当作業にトラブルが発生した際、 
一人で対応できる」56.6％ 

・「日々の業務の段取りを自分で行うことができる」53.5％ 
との結果であった。 

   
（２）工業系高等学校専攻科に関するアンケート（県内機械・電子関連企業対

象）の結果 
  ア．調査の概要 
    ・ 調査期間は、平成２８年５月１０日から同月２５日までである。 
 
 

図１ 各職種に期待する人材 （研究者・製造技術者（開発）、製造技術者（開発を除く）、生産工程従事者について抜粋） 



5 
 

企業数 比率

１　関心がある 117 63.2%

２　関心はない 68 36.8%

　　回答なし（回答不能を含む） 0 0.0%

185 100%

選     択     肢
合    計

計

企業数 比率

１　知っていた 56 30.3%

２　知らなかった 129 69.7%

　　回答なし（回答不能を含む） 0 0.0%

185 100%計

計
選     択     肢

   ・ 県内の機械電子産業を中心とした４人以上の従業員を有する５３８

社に対しアンケート形式で調査を実施し、１８５社（３４．４％）よ

り回答を得た。 
   ・ 専攻科修了生の採用予定の有無や実習制度への協力意思等に関し調

査を実施した。 
 
  イ．調査結果 
   ① 甲府工業高校専攻科への認知の有無 
     甲府工業高等学校に専攻科が設置されることを知っていた企業は

５６社（３０．３％）であった。 
 
       
 
 
 
 
 
 
   ② 甲府工業高校専攻科修了生の採用への関心の有無 
     甲府工業高校専攻科の修了生の採用に関心があると回答した企業

は１１７社（６３．２％）であった。 
 
      
 
 
 
 
 

 
③ 甲府工業高校専攻科修了生の採用にあたり必要と考える資質・能力 

     「機械及び電子の両分野における横断的な理解」との回答が最も多

く５３社（４５．３％）であり、次いで「現場で即戦力として活躍で

きるための経験」５１社（４３．６％）、「新たな課題に取り組み、付

加価値を生み出す姿勢」５０社（４２．７％）の順である。 
   
 
 
 

図２ 甲府工業高校専攻科への認知度 

図３ 甲府工業高校専攻科修了生の採用への関心の有無 
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企業数 比率

47 40.2%

17 14.5%

53 45.3%

51 43.6%

50 42.7%

7 6.0%

6 5.1%

3 2.6%

117
（※　比率は、回答者総数に対する割合で算出）

（※　複数回答のため、合計は１００にならない）

選     択     肢

１　機械に関する高度な専門的知識、技術　　　

２　電子に関する高度な専門的知識、技術

回答者数

合計

３　機械及び電子の両分野における横断的な理解

４　現場で即戦力として活躍できるための経験

５　新たな課題に取り組み、付加価値を生み出す姿勢

６　特定の資格・免許

７　その他

　　回答なし

企業数 採用見込者数

１　１人 33 33
２　２人 14 28
３　３人 4 12
４　４人 0 0
５　５人以上 1 5
６　現時点では人数を想定できない 42 －
７　毎年度の採用は無理 18 －

5 －

117 78

    回答なし

計

選     択     肢

企業数 採用見込者数

１　１人 22 22
２　２人 4 8
３　３人 2 6
４　４人 0 0
５　５人以上 0 0
６　現時点では人数を想定できない 50 －
７　毎年度の採用は無理 24 －
    回答なし 15 －

117 36計

選     択     肢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
④ 甲府工業高校専攻科修了生の採用見込人数 

     企業が甲府工業高校専攻科の修了生を１年につき採用する可能性

のある数は、人数を想定できない、毎年度は無理と回答した企業を除

き、機械系が７８人、電子系が３６人であった。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４ 専攻科修了生の採用にあたり必要と考える資質・能力（採用に関心があると回答した社を対象） 

図５ 機械系の専攻科修了生の採用見込人数（採用に関心があると回答した社を対象） 

図６ 電子系の専攻科修了生の採用見込人数（採用に関心があると回答した社を対象） 
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１　１人 10 10
２　２人 8 16
３　３人 1 3
４　４人 － －
５　５人以上 － －
６　現時点では人数を想定できない 25 －
７　毎年度の採用は無理 6 －

1 －

51 29

選     択     肢
条件合致
企業数

採用見込
人数

    回答なし

計

１　１人 9 9
２　２人 2 4
３　３人 － －
４　４人 － －
５　５人以上 － －
６　現時点では人数を想定できない 23 －
７　毎年度の採用は無理 13 －

4 －

51 13

    回答なし

計

選     択     肢
条件合致
企業数

採用見込
人数

企業数 比率

１　短大卒相当で処遇 98 83.8%

２　高卒相当で処遇 13 11.1%

　　回答なし（回答不能を含む） 6 5.1%

117 100%

選     択     肢
合    計

計

     これを、甲府工業高校専攻科で実施するデュアルシステムに協力が

得られないか、又は修了生の短大卒相当での待遇について理解が得ら

れない回答を除外したうえで、産業労働部でも電話確認等を行った結

果、毎年度継続して企業が採用すると見込まれる者の数は、機械系 
２９人、電子系１３人であった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑤ 甲府工業高校専攻科修了生の採用にあたっての処遇 

     「短大卒相当で処遇」との回答が９８社（８３．８％）である。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図７ 確認等を行った後の機械系の専攻科修了生の採用見込人数 

図８ 確認等を行った後の電子系の専攻科修了生の採用見込人数 

図９ 甲府工業高校専攻科の修了生を採用する際の処遇 
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人数 比率

39 7.4%

248 46.9%

148 28.0%

91 17.2%

3 0.6%

529 100%

    回答なし

選     択     肢

計

 １　第一希望として進学したい（させたい）

 ２　選択肢の一つとして考えたい

高校２年生

 ３　選択肢としては考えない

 ４　わからない

 
⑥ デュアルシステムへの協力企業及び受入期間 
  デュアルシステムに協力しても良いと回答した企業数は全部で３７

社であり、協力可能期間及び平均協力可能期間は次のとおりである。  
 
 
 
 
 
 
 
（３）工業系高等学校専攻科に関するアンケート（機械系又は電子系の学科・

系列に在籍する工業系高等学校２年生を対象）の結果 
  ア．調査の概要 
    ・ 調査期間は、平成２７年１１月３０日から同年１２月２２日までで

ある。 
   ・ ５３８人を対象に実施し、５２９人（９８．３%）より回答を得た。 
   ・ 工業系高等学校専攻科に対する進学希望の有無及び程度等について

調査を実施した。 
 
  イ．専攻科への進学を希望する者の調査結果 
    専攻科があったと仮定した場合、第一希望として進学したいと回答し

た高校２年生は３９人（７．４％）であった。 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
（４）その他の調査結果 
  ア．甲府工業高等学校における企業実習の受入状況及びデュアルシステム

での実施可能見込数 
    デュアルシステムの実施にあたり、実際の依頼に対して企業側で受入

が可能な割合を推測するため、甲府工業高等学校で実施している企業

実習の依頼に対する企業側での受入受諾状況を調査した。その結果は、

図１０ 甲府工業高校専攻科の修了生を採用する際の処遇 

図１１ 専攻科への進学を希望する者の状況 
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県名 専攻科設置高校名

岩手県 県立黒沢尻工業高校

秋田県 県立湯沢翔北高校

山形県 県立米沢工業高校

埼玉県 県立秩父農工科学高校

愛知県 県立愛知総合工科高校

三重県 県立四日市工業高校

平均 19

20

12

10

12

20

40

専攻科定員

次のとおりである。 
 
 
 
 
 

     この企業実習の依頼・受入状況と（２）イ⑥のデュアルシステムへの

協力企業及び受入期間を合わせて考慮すると、デュアルシステムによる

教育が可能な生徒数は、現時点では次のとおりと想定される。 
① デュアルシステム協力見込社数（年間） 

      ３７社×５９．４％≒２２社 （小数点以下四捨五入） 
② 延べ受入可能期間（週） 

      ２２社×６．３週＝１３９週 （小数点以下四捨五入） 
③ デュアルシステムのプログラム編成可能数 

    １３９週÷１５週（１ユニットでのプログラム実施週数） 
＝９．３（少数点２位以下四捨五入） 

④ デュアルシステムによる教育が可能な生徒数 
    ９．３ユニット×２人＝ １８．６人  
 
 イ．他県の工業系高等学校専攻科における定員の設定状況 
   甲府工業高校専攻科の定員規模を検討するにあたり、本県では全日制の

専攻科が他にないため、他県の事例を参考とするべく調査を行った。そ

の結果は、次のとおりである。 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１２ 甲府工業高等学校における企業実習の依頼・受入状況 

図１３ 他県の工業系高等学校専攻科における定員の設定状況 
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第３ 検討委員会における論点及び意見 

 

産業人材育成検討委員会の報告書では、産学官等の協働により、定員規模や

カリキュラム、新しい教育方法等について多方面から検討することが求められ

ている。それを受けて、検討委員会では、甲府工業高校専攻科の制度設計の骨

格となる、育成すべき人材像、教育目標、教育課程の概要、入学資格、学科構

成、定員、デュアルシステムの実施方法、修了生の処遇、専攻科と産業界等と

の継続的な連携関係の構築方法の諸論点について検討した。それら論点での検

討課題及びその背景並びにそれらに関し出された主な意見は、次のとおりであ

る。  
 
１ 甲府工業高校専攻科で育成すべき人材像について 
   本県の基幹産業である機械・電子産業が持続して発展していくためには、

関連企業が新しい価値の創出や生産性の向上等により、社会経済状況の変

化に自ら対応することができるようにすることが求められている。 
   そのためには、より高度で専門的な知識や技術を持った即戦力となる人

材を育成・供給していくことが不可欠である。また、大企業への人材の育

成・供給という視点だけではなく、中小企業に対する人材の育成・供給と

いう視点も必要である。 
   製造技術者のうち主に設計を担う人材については、今後、新分野への展

開を目指す企業が増える中、そのニーズはより高まることが予想されるも

のの、その育成については、本県の既存の施策では不十分である。このた

め、新たな対策として、工業系高校に２年制の専攻科を設置することによ

り、工業系高校の３年間と合わせた、５年間のより高度な専門教育を一貫

して行うこととした。 
   以上の検討経緯や本県の産業界のニーズを踏まえて、甲府工業高校専攻

科で育成する人材像を検討する必要がある。 
（主な意見） 
・ 専攻科を卒業後に何ができるのか、どのような職種に就くことができる

のか、企業側と連携を取り、ニーズをしっかり把握する必要がある。 
・ 卒業生が出た後どうするかその戦略をどのように描くのか、それを生徒

にどのようにアピールしていくかが重要である。 
・ 学校での学習内容と企業での実際の現場との差を理解して就職すること

ができるようにして欲しい。これが解消されていけば、その企業への定着

率の改善にも繋がる。 
・ 専攻科のメリットを活かし、企業との連携を如何に図っていくか、２年

間を通じて企業の実態を知ってもらうことを意識してもらいたい。 
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２ 甲府工業高校専攻科で育成する能力（教育目標）について 
  「技術系人材育成・供給に関するアンケート」の結果によれば、本県の産

業界が、開発を除く製造技術者として期待する人材は次のとおりである。 
○ ものづくりの基本的な知識をもつ人材 
○ ものづくりの即戦力となる知識をもつ人材 
○ ものづくりの即戦力となる技術をもつ人材 
○ 問題発見・解決力に優れる人材 
○ コミュニケーション等に優れる人材 
 
また、同アンケートから、「ものづくりの基本的な知識をもつ人材」、「も

のづくりの即戦力となる知識をもつ人材」、「ものづくりの即戦力となる技術

をもつ人材」のイメージは、それぞれ次のように整理することができる。 
○ ものづくりの基本的な知識をもつ人材 
・ 与えられた業務に対し、必要な機器・器具、手順がわかる人材 
・ 日常的に使用される機器・器具等の名称・使い方を知っている人材 
○ ものづくりの即戦力となる知識をもつ人材 
 ・ 与えられた業務に対し、必要な機器・器具、手順がわかる人材 
 ・ 自ら課題を発見し、それを解決する手法を知っている人材 
○ ものづくりの即戦力となる技術（基本的な技術）をもつ人材 
・ 日々の業務の段取りを自分で行うことができる人材 
・ 自分で段取りできることに加え、担当作業にトラブルが発生した 
際、一人で対応できる人材 

 
専攻科で育成を目指す人材像と合わせ、上記の人材を専攻科で育成するた

めにはどのような能力を身に付けることが必要か、その教育目標を検討する

必要がある。 
（主な意見） 
・ 高校では設計や課題解決といったところにはなかなか取り組めていないの

が実情であり、この点を教育目標とすることへの期待は大きい。 
・ 設計力に関しては、産業界のニーズと合うよう、企業との意見交換会を制

度に位置付けるべきだと思う。 
・ 課題解決力に関しては、高校でも課題研究に取り組ませているが、カリキ

ュラム上の制約から２～５単位程度でしかできない。専攻科ではより柔軟に

研究に取り組むことができるように制度設計をして欲しい。 
・ 甲府工業高校専攻科と産短大との差別化で期待している点としては、機

械・電子に関する横断的な知識の修得である。このような分野を横断した学

習は工業高校ではできていない。これができれば企業側にとっても大きなメ

リットとなる。 
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・ 育成する能力の中に分析力もあっても良いのではないか。 
 

３ 甲府工業高校専攻科の教育課程・教育体制の概要について 
   ２で述べた教育目標を達成するにはどのような制度がふさわしいか、教

育課程を検討する必要がある。 
   また、学校教育法等の改正により、平成２８年４月１日より、一定の要

件を満たす高等学校専攻科は、大学への編入学が認められることになった。

この大学への編入学を可能とするにあたっての課題も検討する必要がある。 
 （主な意見） 
・ 学校内ベンチャーについては非常に良い考えである。 
・ 国家資格や就職に有利になる資格の取得も検討してもらいたい。 
・ 生徒が入学したくなるようなカリキュラムにして欲しい。 
・ 工業系高校の通常の教育課程では技能検定３級を目指すよう指導してお 
り、かなり無理をして２級というのが実情である。専攻科では無理なく２級

を目指せるような制度にして欲しい。 
・ 高校では技能検定３級だろうが、専攻科では２級を取らせるか、就職後に

２級を取るための基礎を固めるのでも良い。生徒にとっても２級を取ること

はステータスであり、それを見せればレベルが分かって志願者獲得にも繋が

るのではないか。 
・ ＱＣ（Quality Control）等分析に関する科目を採り入れてはどうか。 
・ 教育課程を修正できないもので作ってしまうと陳腐化する。柔軟な変更 
ができるようにすることが望ましい。 

・ 大学編入学の受験ができるような体制をどこまで作ることができるか検 
討しなければならないのではないか。 

・ 専攻科修了生が皆大学へ編入学してしまうと、企業の現場に人が行かなく

なる。（大学への）途が繋がることは大事だが、あまり広がりすぎると（専

攻科の設置）趣旨に反することになる。 
・ 大学の設備を専攻科の生徒も利用させてもらうことができるようになると

ありがたい。 
 
４ 企業で即戦力として活躍できるための現場経験とコミュニケーション能力

の育成について 
教育目標の実現には、３の教育課程、教育体制に併せ、知識を活かした現場

での実践を、企業における指導者とのコミュニケーションを図る中で積み重ね

ていく必要がある。 
この解決策として、甲府工業高校専攻科の教育課程では、デュアルシステム

の導入を検討している。デュアルシステムとは、産業界が求める即戦力となり

うるよう、企業での実習と専攻科での学習を同時並行で進める教育体制である。              
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生徒は、企業現場での長期間の実習により経験を積むことで、実践的能力が

獲得できる。また、予め就職先候補となる企業で実習をすることにより、生徒、

実施企業がお互いを良く知ることができ、県内就職率、定着率の向上が期待で

きる。 
ただし、デュアルシステムについては明確な定義がなく、その実施方法は各

校の判断に委ねられている。そのため、デュアルシステムの実施方法を、産業

界、学識経験者、学校関係者の３者を交えて検討する必要がある。 
（主な意見） 
・ デュアルシステムは今回の専攻科の大きな柱なので、企業側の意見をもっ

と聞いたらどうか。実施期間も、まとめて実施するのか、分けて実施するの

かによって反応が違うだろう。やる以上は是非成功させて欲しい。 
・ デュアルシステムの目的が技能・技術の習得であれば、連続して実施する

方が効果的ではないか。実施時期が離れていると、前回のおさらいで終わっ

てしまう。 
・ 学校側の体制づくりも大切だ。運営に関わる先生も増やさなければ指導力

が向上しない。 
・ 受け入れる企業側で指導する者に対しても研修を実施してはどうか。模擬

授業のようなものがあっても良い。 
・ デュアルシステムでのローテーションの他に、学内での実習にも企業人が

来て指導してくれれば目玉になる。 
 
５ 甲府工業高校専攻科への入学条件（出願資格）について 
  企業側が求めるより高度な技術・能力を持った人材を育成するため、甲府

工業高校専攻科では工業系高等学校の３年間と合わせた、５年間のより高度

な専門教育を一貫して行うこととしている。 
現在本県では韮崎工業高等学校、甲府工業高等学校、峡南高等学校、都留興

譲館高等学校の４校が工業科を設置している。また、甲府城西高等学校、富士

北稜高等学校の２校が総合学科の中に工業系の科目の系列を設置している。高

等学校学習指導要領により、工業科においては工業系の科目を２５単位以上履

修しなければならない。これに対し、総合学科においては工業に関する科目を

２５単位以上設け、生徒が普通教育及び専門教育に関する多様な各教科・科目

から主体的に選択履修できるようになっている。甲府城西高等学校の生徒は１

４～３０単位を、富士北稜高等学校の生徒は３０～３８単位を、それぞれ工業

科目として履修しているとのことである。高度な専門教育を行うには、これら

工業系高等学校のうちどの範囲の生徒を専攻科で受け入れるか検討する必要

がある。 
（主な意見） 
・ 高度な資格・能力を要求することと、間口を広くすることの両立は難しい。
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即戦力となる能力を重視すると、専攻科への入学資格は限定せざるを得ない

のではないか。 
・ 専攻科で産短大との差別化を図るためには、高校との接続・連携のあり方

を考えなければいけない。 
・ 産短大では普通科の生徒も受け入れているが、そもそも産短大は職業能力

開発を目的としている。中にはより高いレベルを目指す学生はいるとしても、

今回の専攻科は設計を担う人材であり、産短大は現場で管理、監督をする人

材であり、育成する目標の人材像は違うと考えている。産短大は普通科の生

徒も積極的に受け入れる等ある程度棲み分けという点を意識した方が良い

のではないか。 
 
６ 甲府工業高校専攻科の学科構成について 
  甲府工業高校専攻科は、本県の基幹産業である機械・電子の分野に人材を

供給することを目的とする。ただし、アンケートからは、甲府工業高校専攻

科の修了生の採用にあたり、備えておいて欲しい資質・能力に「機械及び電

子に関する横断的な知識」を挙げる企業が多いとの結果があった。このよう

な機械及び電子の分野に関する専門的な教育と、両分野における横断的な知

識の育成を両立させるには、どのような学科がふさわしいのか検討する必要

がある。 
（主な意見） 
・ ２学科とすることには反対だ。２つに学科を分けると組織が縦割りとなっ

て硬直化し、村社会化する。機械、電子の専門性は、教育プログラムの工夫

やコース制で確保できる。緩やかな区分の方が、教育目標とする横断的知識

を身に付けるには好ましい。 
・ 採用だけ考えれば、学科の名称・構成まで特に注意をしていないのではな

いかと思う。学習内容が応用の効くものかどうかの方が大事である。 
 
７ 甲府工業高校専攻科の定員について 
  専攻科は高等学校に設置される課程であり、本県の場合、高等学校の定員

は５の倍数で設定するとのことである。 
先のアンケート調査結果等によれば、企業における甲府工業高校専攻科の修

了生の採用見込者は、機械系で２９人、電子系で１３人である。また、機械系

又は電子系の学科及び系列に在籍する高校２年生が、専攻科に第一希望として

進学したいと回答した者の数は３９人である。 
  他方で、甲府工業高校専攻科では、産業界が求める即戦力となる得る人材

を育成するため、デュアルシステムの実施を計画している。デュアルシステ

ムによる企業側の受入可能人数は、１８．６人である。 
  また、本県における全日制の工業系高等学校専攻科の設置は初めてである
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ので、他県の先行事例における状況も参考とすべきである。 
  これらを前提として、専攻科の定員を定める必要がある。 
（主な意見） 
・ 教育制度の観点からみれば、統計上２０～２５人が最も教育効果が高いと

いうデータがある。実習があるとなるとこれよりも少ない方が良い。２０と

いう数字はリーズナブルだと思う。 
・ 企業のデュアルシステムへの協力がもっと増えないと実際には運営が困難

になる。山梨県が全国的にも注目される専攻科を作るためには、どのような

ユニークな教育内容を実施できるかが重要である。 
・ 愛知県のように大規模化するか、それとも１校はコンパクトなものにして、

地域性を加味し人材を育成するか。甲府地域以外にも設置してものづくり人

材育成の全県的な底上げを図る方が良いのではないか。 
・ 今回の専攻科にはデュアルシステムがあり、実習もある。定員２０名であ

っても実験・実習があれば２班に分けなければ意味がない。自分のところで

も大学からの実習生を受け入れているが、そこでのグループも２０人程度で

実施しており、２０人は理にかなっている。 
・ ２０人であれば横の繋がりも期待できる。地元の企業に就職した後も横の

繋がりで産業界全体を盛り上げていくことになれば理想的だと思う。 
・ 問題は指導者。指導者が育ってくれば、同じような環境を郡内にも作るこ

とを視野に入れれば良い。 
・ デュアルシステムがうまく動かないと専攻科がうまくいなかい。生徒の進

学希望が増えていけば、新しいものを作れば良い。 
・ 甲府工業高校専攻科をパイロットスクールとしてまずもって支え、成功し

た後に他校に反映させれば良いのではないか。 
・ 高校生への求人の状況を考えても電子の方がやや少ないため、一つの科の

中で運営するということなら機械系を多めにすることは妥当だと思う。 
・ 定員を超過して生徒を受け入れることについて制度上の規制はなく、他県

でも柔軟に取り扱いをしているようなので、甲府工業高校専攻科でも機械系

１５名、電子系５名のコースの定員は原則的なものとして考えればよいので

はないか。  
 
８ 甲府工業高校専攻科修了生の処遇について 
  甲府工業高校専攻科では、高校を卒業した後、２年間更に勉強をして、よ

り高度な知識・技能・技術を身に付けることを計画している。これを企業側

に評価してもらうことが、進学する生徒にとって、同科へ進学する魅力とも

なる。同科へ質の高い入学志願者を確保するために、甲府工業高校専攻科の

修了生の処遇を高卒とは異なるものとする必要がある。 
（主な意見） 
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・ 企業の側も専攻科を出た生徒をどのように育てていくかをアピールする 
必要がある 

・ 処遇の中で、できれば専攻科卒でないと入れない企業があると良い。保護

者には職種のことを説明してもなかなか理解されない。工業高校でもコンピ

ューター、情報は勉強させているが、企業から高卒では不可と言われる。産

短大では、そこの卒業でないと採用してくれない企業がある。 
・ 機械電子工業会に加盟する大手企業にも働きかけていきたい。 
・ 専攻科の実績がないと難しいかもしれないが、大手企業にも理解を求め 
ることは大切なことだと思う。 

・ 資格を取った段階で企業にも認知をしてもらえれば、生徒にも励みになる

のではないか。山梨版マイスター制度のようなものがあっても良い。 
 
９ 甲府工業高校専攻科と産業界等との継続的な協力関係の構築方法について 
  甲府工業高校専攻科は、産業界の強い要請を受けて設立するものであり、

そこでは企業で即戦力となりうる人材を輩出することを目指す。そのため、

デュアルシステムの実施や企業からの講師派遣等、産業界による支援が同科

の運営には不可欠であると考えられる。 
また、より高度な内容で学習したい、あるいは大学へ進学したいとの生徒 
の希望に合わせて、大学教員の派遣、大学編入学に対応したカリキュラム等、

大学の有する専門的・先進的な知見も活用することが望まれる。 
これらの課題を解決するため、産業界による支援や大学の有する知見を利用

する方法について検討する必要がある。 
（主な意見） 
・ 例えばコンテストに参加するには人も金もかかる。参加のための諸費用や

材料費、講師派遣を行う企業サポーター制度を作ってはどうか。 
 

10 その他 
  その他甲府工業高校専攻科の運営に関し委員から次の意見があった。また、

ＰＴＡ関係者に出席を求め、保護者の視点から甲府工業高校専攻科に関し意

見を徴取した。 
 （主な意見） 
 ・ 東京都内には専攻科のような技術をより高めるための学校がない。県内

にとどまらず中央線沿線の学校に対して専攻科の周知を図り、山梨県内に生

徒を呼び込む努力をして欲しい。 
 ・ 優秀な子供は他県で就職してしまい、山梨に戻ってこない。デュアルシ

ステムについては、生徒が企業を知ったうえで就職することができるので、

企業への定着率の向上が期待できる良い制度だと思う。 
 ・ 専攻科では専門学校にないような高い技術力・専門性を養って欲しい。  
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第４ 甲府工業高校専攻科における論点のまとめ 

    検討委員会における検討内容や意見等を踏まえ、次のとおりまとめた。 
 
１ 甲府工業高校専攻科で育成すべき人材像について 
  産業人材育成検討委員会の報告書による指摘に対応して設置する甲府工業

高校専攻科において育成すべき人材像は、山梨県の基幹産業である機械・電

子産業が持続して発展していくため、県内企業において、製造部門における

技術者のうち主に設計を担うことができる人材と定義する。 
  
２ 甲府工業高校専攻科で育成する能力（教育目標）について 

アンケートの結果や、委員会における意見等を踏まえ、甲府工業高校専攻

科では、次の４つの能力を身に付けることを教育目標とする。 
① 基礎的知識に基づく高度な技術の習得や研究のできる能力（技術力・研

究力） 
日々の業務の段取りを自ら行うとともに、トラブル発生時にはその解決

に向けて、創造性をもって対処できる力を養う。 
② 県内企業のニーズ・実情に応じて対応できる技能・技術（設計力） 
日常業務に使用される機器・器具等の名称、使い方についての正しい知

識を基に、必要な機器・器具、手順を自分で選択し、製品の製造まで繋げ

ていくことができる設計者としての能力を養う。 
③ ニーズを分析し、新たな課題に取り組み、付加価値を生み出す能力（分

析力・課題解決力） 
ニーズを分析し、それにより自ら課題を発見し、それを解決するととも

に、将来の需要の変化を見据え、新たな製品・サービスを創出する能力を

養う。 
④ 機械・電子の両分野における横断的な知識（多面的・複合的知識） 
設計及び工程管理を行うために必要な機械制御（メカトロニクス）に関

する知識を持ち、製造現場での中心的な役割を果たす能力を養う。  
 
３ 甲府工業高校専攻科の教育課程・教育体制の概要について  
   ２に掲げるそれぞれの教育目標を実現するため、次の制度を整備するこ

とが必要と考える。 
① 基本的知識に基づき、高度な技術の修得や研究のできる能力（技術力・

研究力）の育成について 
 ア．入学試験の実施 
   甲府工業高校専攻科での学習には、高度な内容での講義の受講、実習

を行う前提となる基本的知識・技能・技術を有していることに加え、

企業現場における中心的な役割を果たすための技術者としての熱意が
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求められる。そのため、筆記及び実技に加えて、面接試験を実施する

必要があると考える。 
また、技能検定を取得している入学志願者は実技試験を免除する等、

高校で修得した知識・技能のレベルに合わせ軽減措置を設けることに

より甲府工業高校専攻科への進学を促す取り組みも併せて検討すべき

である。     
イ．大学等からの講師招聘による最新の動向、研究の紹介 
  今後予想される産業構造の変革の中、求められる知識・技能・技術も

変化していくものと考えられる。継続的に産業界のニーズに合わせた人

材を育成するには、産業界や大学における最新の動向や研究について学

習する機会を設ける必要がある。 
ウ．企業と連携した修了研究への取り組み 
  専攻科では２年生の後期に修了研究を実施することとしている。これ

を就職先企業との取り組みと結びつけることが、更なる高い技術の修得

や研究の実施につながり有益と考えられる。そこで、修了研究を就職内

定先企業と実施することができるよう、実施方法の詳細を検討する必要

がある。 
エ．大学編入学を可能とするカリキュラム 
  学校教育法の改正に対応し、専攻科の生徒の進路選択の幅を拡大する

ことになる大学編入学への途を確保することは、専攻科の大きな魅力と

なり、専攻科に進学を希望する生徒の確保に資することはもとより、専

攻科修了生が更に高度な技術の習得や研究を行ううえで有益である。 
 ただし、甲府工業高校専攻科では、企業で即戦力となる設計を担うこ

とができる人材の育成を目指しているため実習時間を多く設定してい

ることから、座学を重視する大学のカリキュラムに接続させるには更な

る検討が必要である。 
そのため、大学編入学に対応できるよう、カリキュラムを文部科学省

の定める履修時間となるよう設定し、内容については単位認定に可能な

限り対応するよう大学側関係者の意見を聴いて内容を決定していくこ

とが必要である。 
オ．高度な資格を取得できる取り組み 
  高校の本科生には、技能検定３級を取得させることを目指して取り組

みを進めている。専攻科では、より高いレベルであり企業のニーズも高

い２級を取ることができるよう教育課程上及び課外での取り組みを検

討する必要がある。 
② 県内企業のニーズ・実情に応じて対応できる技能・技術（設計力）の育

成について 
ア．企業からの講師招聘による実技指導 



19 
 

  企業で即戦力となる人材の育成には、県内企業の第一線で活躍する高

い技能・技術を有した講師等を招聘し、生徒に対して企業の実情を紹介

するとともに、実技指導を行うことが有益である。これを実現するため

の体制を検討する必要がある。 
イ．第一線の企業で即戦力となり得るよう、専攻科内に企業と同程度の設

備を整備（専攻科内で企業と同様の環境を体験） 
  企業で即戦力たり得る人材を育成するには、企業での実習に加え、甲

府工業高校専攻科内にも企業と同様の環境を整備して日常の授業・実習

を行うことが必要である。設備整備にあたっては、企業が使用している

設備と同程度の性能・能力のものとなるよう検討が必要である。 
  また、設計を担うことができる即戦力となる人材の育成には、ＣＡＤ

（Computer Aided Design）等企業の第一線で使用している設備を生徒
にどれだけ実際に使用させることができるかが重要な点になる。設備の

量も確保する必要があることも指摘する。   
③ ニーズを分析し、新たな課題に取り組み、付加価値を生み出す能力（分

析力・課題解決能力）の育成について 
 ア．ＱＣ （Quality Control）等の課題発見、解決を意識した科目を設定 
  ＱＣは消費者や社会の要求に合った品質の製品やサービスを、経済的

に効率よく作り出すための手段を体系化する活動であり、企業では、自

社の技術者にＱＣ検定を受検させる等、大きな関心を持っている。生徒

がＱＣに取り組むことは、課題を発見し、その解決方法を考え、製品化

という形で付加価値を生み出す一連の取り組みを体験できる貴重な機

会となる。そのため、ＱＣ等の課題発見、解決を意識した科目を設定す

る必要がある。 
イ．起業家的思考の育成のための学校内ベンチャーの設置 
  新たな課題に取り組み、付加価値を生み出す能力を育成するには、生

徒が実際に企業の運営に携わることが有益である。そのため、学校内に

県内企業からの受注を受けるベンチャー企業を設立し、生徒が受注、設

計、製作、納品の一連のプロセスを体験する中で起業家精神を養う取り

組みを検討する必要がある。 
ウ．コンテスト・イベント等への積極的な参加 
  鳥人間コンテストやロボコン等の知名度の高いコンテスト・イベント

に参加させることは、課題に取り組み、付加価値を生み出す能力を育成

するうえで有益であり、かつ、甲府工業高校専攻科の知名度を上げ、同

科への進学意識を醸成するうえでも効果があると考える。課外で取り組

みを行うことができるよう体制を整備することが望ましい。 
④ 機械・電子の両分野における横断的な知識（多面的・複合的知識）の育

成について 
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ア．機械と電子の両分野を学ぶカリキュラム 
  産業界の求める機械・電子の両分野における横断的な知識を育成する

には、機械系の生徒に電子に関する授業を、電子系の生徒に機械に関す

る授業を受講させることが必要である。また、授業の実施にあたっては、

機械系の生徒と電子系の生徒が相互に刺激し合うことにより、多面的な

視野や複合的な知識を獲得できるようにするため、可能な限り合同で授

業を実施することを検討する必要がある。 
イ．設計から加工・製造・検査までの一連の工程管理を修得するカリキュ

ラム  
  製造現場において主に設計を担うことができる人材を育成するため

には、生徒に設計だけではなく、加工・製造・検査までの一連の工程管

理に関するプロセスを理解させる必要がある。生徒がこれらを修得する

ことができるカリキュラムを甲府工業高校専攻科内に設定する必要が

ある。 
 

４ 企業で即戦力として活躍できるための現場経験とコミュニケーション能力

の育成について 
 ３の①から④までに掲げた能力を身に付けるため、現場での実践と、企

業における指導者とのコミュニケーションを積み重ねていく機会として

デュアルシステムは有益な制度であり、確実に実施していく必要がある。 
 デュアルシステムの実施方法としては、事務局側より、 
・ １年生の後期と２年生の後期に実施すること 
・ １年生の後期では、週１日のペースで、１人の生徒が１社につき３日

訪問、これを５社で実施し、計１５週間での実習とすること 
・ ２年生の後期では、甲府工業高校専攻科の教員の指導も受けながら、 
就職内定先企業において共同研究として修了研究に取り組むことの案が

示された。 
説明のあった実施時期及び回数については、教育目標の実現に資し概ね

適当であると考える。ただし、デュアルシステムを実施するには受け入れ

る企業に少なからぬ負担が伴うことは否定できない。実施にあたっては事

務局案を基礎として、実施期間を集中又は分散させるか等詳細は更に受け

入れる企業側と協議を行いながら決めて行く必要がある。併せて、デュア

ルシステムの運営に関わる教員を増やす等学校側の体制整備に努めるこ

とも求める。 
また、現時点でデュアルシステムによる教育が可能な生徒数は１８．６

人と想定されていることから、１学年の定員２０名に対応し、かつ、デュ

アルシステムによる教育を安定的に実施するために、協力企業を更に増や

す努力をすることも求める。 
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５ 甲府工業高校専攻科への入学条件（出願資格）について 
   企業において即戦力となる能力を育成することを重視するため、甲府工

業高校専攻科への入学資格は、工業に関する学科又は機械若しくは電子に

関する系列を設置する総合学科を設置する高等学校において、機械系又は

電子系に関する科目を２５単位以上修得して当該高等学校を卒業すること

とする必要がある。 
 
６ 甲府工業高校専攻科の学科構成について 
  機械と電子の両分野にまたがる知識・技術を共通項として学ぶためには、

学科として区分せず一体で学ぶ環境が必要であり、１学科とすることが望ま

しい。ただし、より高度な専門教育を一貫して行うには個別分野での知識・

技術も必要なため、学科の中に機械系と電子系に関する２つのコースを設け

ることが必要である。 
 
７ 甲府工業高校専攻科の定員について 
  機械・電子系の高校２年生を対象としたアンケート結果では３９人の進学

希望がある。他方、企業の採用見込数に関するアンケート結果でも、機械系

で２９人、電子系で１３人との見込が示された。これらを最大限考慮する必

要がある。しかし、教育上の効果を考えると２０～２５名が最も望ましいと

の知見があり、実習があることを考慮するとこれを超える数とすることは困

難と言わざるを得ない。また他県の専攻科の例では、１学年の平均の定員は

１９名である。これらを参考とし、甲府工業高校専攻科の１学年の定員は 
２０名とする必要がある。仮に２０名を超えてニーズが拡大した場合は、新

たな専攻科の設置を視野に入れた検討を行うことを考える。 
  また、機械系と電子系では企業の採用見込み数に差があることを考慮し、

機械系の専攻（コース）の定員は１５名、電子系の専攻（コース）の定員は

５名として設定する必要がある。 
 

８ 甲府工業高校専攻科修了生の処遇について 
ア．修了証の授与 
   現行の制度では専攻科の課程を修了したことによる学位の付与はない。

しかし、高卒以上の学修が修了したことを証するため、修了証を授与する

ことが必要である。 
イ．短大卒相当での処遇や可能な限り専攻科での学修内容を活かした職種で 
の雇用  
生徒にとって甲府工業高校専攻科への進学を魅力あるものとするために

は、受け入れる企業側が甲府工業高校専攻科での２年間の学修内容を評価し、
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修了生を短大卒相当で処遇すること、採用後の職種も設計に関連したものと

することについて企業側の理解を求める必要がある。また、将来的には、甲

府工業高校専攻科を修了した者でなければ就職できない企業を開拓してい

くことが望まれる。 
 

９ 甲府工業高校専攻科と産業界等との継続的な協力関係の構築方法について 
  甲府工業高校に専攻科が設置されることを知っていた県内企業が３０％で

あり認知が十分になされているとは言い難い状況にある。そのため、産業界

に甲府工業高校専攻科の制度内容等を十分に周知する必要がある。 
また、甲府工業高校専攻科における学修内容は、陳腐化することがないよう、

産業界のニーズに合わせて継続的に改編していく必要がある。今後県教育委員

会が組織することとしている甲府工業高等学校専攻科連携推進委員会（仮称）

において、県教育委員会、産業労働部、学校関係者、企業関係者及び大学関係

者により産学官が連携して、教育課程の検証・改善や、デュアルシステムの協

力企業の確保、企業・大学での最新の動向や最先端の研究を知るための企業の

各分野のエキスパート及び大学教員の招聘等、甲府工業高校専攻科の円滑な運

営に協力する体制を構築する必要がある。 
併せて、専攻科生によるコンテスト参加料の補助や資格取得のための練習用

材料の提供等、専攻科の運営に関し企業側が応援するサポーター制度の設立を

提案したい。  
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（参考） 他地域への工業系高等学校専攻科の設置について 

  
  平成２８年３月２５日に、富士吉田市、西桂町等６市町村の首長及び議長

から、「北富士工業高校を前身とする富士北稜高校において、２年制の専攻科

を設置し、高校の３年間と合わせた５年間のより高度な専門教育を一貫して

行える体制を整備すること。」を求める旨の要望書が知事及び教育長に対し提

出された。これも踏まえ、甲府工業高校以外の他地域の工業系高校への専攻

科を設置することについて本検討委員会で意見交換を行った。 
その概要は、甲府工業高校に設置される専攻科の実績や、生徒及び企業のニ

ーズ、企業による協力体制、地域性等を踏まえて他地域への専攻科設置の是非

を検討していくこと、時期は、甲府工業高校専攻科をモデルとし、その修了生

を企業に送り出した後とすることの２点に集約された。 
（主な意見） 
・ 富士・東部地域では産短大と都留興譲館高校、富士北稜高校との連携がう

まくいっている。産短大は職業訓練校と高等教育機関の性格を持つが、後者

の関係で成果を出している。仮に専攻科を作った場合、これとの棲み分けが

難しい。 
・ 甲府工業高校と異なり、富士北稜高校を取り巻く企業のバックアップ体制

がアンケートからは整っていないように感じる。 
・ 専攻科では、まずは少数ではあっても精鋭を育てていくことで議論がまと

まった。甲府工業高校専攻科でこんな人材が育成できるという姿をまず見せ

て、他地域への設置も考えていくことがベターではないか。 
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第５ おわりに 

  
  内閣に設置された日本経済再生本部の「日本再興戦略２０１６」では、第

４次産業革命の実現と題し、「IoT（Internet of Things）により全てのもの

がインターネットでつながり、それを通じて収集・蓄積される、いわゆるビ

ッグデータが人工知能により分析され、その結果とロボットや情報端末等を

活用することで今まで想像だにできなかった商品やサービスが次々と世の中

に登場する」世界を描いた。ここでは、技術的なブレークスルーを活用して、

社会的課題を解決し、消費者の潜在ニーズを呼び起こし、新たな有望成長市

場を創出することを目指している。 

  一方で、「日本再興戦略２０１６」は、第４次産業革命が既存の社会システ

ム、産業構造、就業構造を一変させ、技術や産業の変革に合わせて、人材育

成や働き方を積極的に変革していかなければ、雇用機会が失われ、日本を支

えてきた中間層が崩壊して二極化が極端に進む可能性も指摘している。 

  また、ＴＰＰ（Trans-Pacific Partnership）協定が大筋合意を迎え、モノ

の関税の削減・撤廃だけでなく、サービス、投資の自由化を進め、さらには

知的財産、電子商取引、国有企業、労働、環境等、幅広い分野における新し

いルールのもと、アジア太平洋に、世界のＧＤＰの約４割、人口８億人とい

う自由で公正な巨大市場を作り出していくこととなった。今後山梨県でも県

内企業がグローバルな競争環境の中で勝ち残っていくため新分野へ積極的に

展開する必要性が増すものと考えられる。 

  このように技術の進歩や国際的な変化の大きな世界においても、付加価値

を生み出すことができるのは「人材」であり、産業界が求めるニーズを捉え、

常に内容のアップデートを図りながら、第４次産業革命、ＴＰＰ協定による

巨大市場の中で産業を支える人材育成を行う必要性は今後一層増すものと考

えられる。 

  今般新たに設置する甲府工業高校専攻科も、このような人材育成の一翼を

担う教育機関として、４つの教育目標、とりわけ、県内企業のニーズ・実情

に応じて対応できる技能・技術の育成と、ニーズを分析し、新たな課題に取

り組み、付加価値を生み出す能力の育成を進めることを強く期待する。 

   

県教育委員会には、本報告書の趣旨を十分踏まえ、甲府工業高等学校専攻科

の詳細な制度設計を、スピード感をもって実現するよう要望する。  
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山梨県立甲府工業高等学校専攻科検討委員会設置要綱 
 

（設置） 
第１条 山梨県の基幹産業である機械・電子産業の継続的な発展に資する産業
人材を育成・供給するため、山梨県立甲府工業高等学校に設置する全日制の
専攻科の教育内容、実習実施方法等について検討する山梨県立甲府工業高等
学校専攻科検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

 
（組織） 
第２条 検討委員会は、教育委員会が委嘱する別表に掲げる委員をもって組織
する。 

２ 委員の任期は、委嘱のあった日から平成２９年３月３１日までとする。 
３ 検討委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。 
４ 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。 
 
（会議） 
第３条 検討委員会は、委員長が招集する。 
２ 委員長は、検討委員会の議長となる。 
３ 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。 
 
（代理出席） 
第４条 委員は、やむを得ない事情により検討委員会に出席することができな
いときは、その属する組織の職員のうちから代理者を選定し、その者を出席
させることができる。 

２ 前項の代理者は、委員とみなす。 
 
（検討事項） 
第５条 検討委員会は、次に掲げる事項に関して検討を行う。 
一 専攻科において育成すべき人材像と実施する教育課程の概要 
二 専攻科において実施するインターンシップ及びデュアルシステムの実施
方法 

三 専攻科の生徒が獲得を目指すべき資格、能力等 
 四 専攻科において整備することが望ましい施設及び設備の概要 
 五 専攻科と山梨県内の機械・電子産業に係る企業、大学との継続的な協力

関係の構築 方法 
 六 その他専攻科の運営に必要と認められる事項 
 
（庶務） 
第６条 検討委員会の庶務は、教育庁新しい学校づくり推進室において行う。 
 
（委任） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、
委員長が別に定める。 

   
   附 則  
 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
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別表（第２条関係）  

No. 区 分 氏 名 所属・役職名等 

１ 

学識経験者 

清 水 一 彦 山梨県立大学 学長 

２ 吉 原 正一郎 
山梨大学大学院医学工学総合研究部 
物質工学系（機械工学） 准教授 

３ 神宮司 素 彦  
山梨大学・産業技術短期大学校講師 
（元県立工業高校校長) 

４ 

産業界代表 

齊 藤 基 樹 
機械電子工業会 総務・基盤強化委員

会委員長 
（浅川熱処理(株) 代表取締役） 

５ 小柳津  勉 
機械電子工業会 人材確保・育成委員

会委員長 
(東京エレクトロン山梨(株)総務部長) 

６ 加 藤  徹 
（公財）やまなし産業支援機構 
専務理事 

７ 

学校代表 

沓 間  正 
山梨県工業教育部会 会長 
（県立甲府工業高校校長） 

８ 手 塚 幸 樹 
山梨県工業教育部会 副会長 
（県立韮崎工業高校校長） 

９ 渡 邉 信 介 
山梨県工業教育部会 副会長 
（県立富士北稜高校校長） 

10 

産業労働部 
県教育委員会 

横 森  充 産業人材育成課 課長 

11 手 島 俊 樹 高校教育課 課長 

12 鈴 木 昌 樹 新しい学校づくり推進室 室長 

13 保護者代表 
(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ) 
第 3回出席 

石 原 初 江 
山梨県ＰＴＡ協議会副会長 
（甲府市立玉諸小学校ＰＴＡ会長） 

14 保 坂 喜 一 
工業系高校ＰＴＡ代表 
（甲府工業高校ＰＴＡ副会長） 

 ※ 委員長 清水 一彦 
   任 期 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 


